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 ７ 知事提出議案に対する反対討論 

2014 年 12 月 19 日 

日本共産党の柳下礼子です。 

日本共産党を代表して知事提出議案、第133

号議案、第135号議案、第137号議案、第147号議

案ないし至第155号議案に対する反対討論を行

います。 

 

まず、第133号議案「埼玉県地域医療介護総合

確保基金条例」及び第155号議案「埼玉県一般会

計補正予算」については、関連しているので一

括して反対討論をおこないます。 

今回計上されている基金設置についての議案

と補正予算案は、安倍政権のもとで成立した「地

域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律」の

具体化であります。 

この医療・介護総合確保法は、2025年度まで

に、高齢化のために増加するとみられる医療・

介護給付費を抑制するために、高度急性期の病

床を削減し、患者を在宅へ誘導するものです。

自公両党によって、全野党の反対を押し切って

可決されました。 

本条例の基金の内容として示されている地域

医療構想は、入院病床の医療機能ごとの必要量

が、ガイドラインや計算式を示すことによって、

厚生労働省の主導で決定されます。これに基づ

き県は、民間病院に対してペナルティまで科し

て，病床削減を迫ることになります。 

地域医療は、医師不足や看護師不足が進み、

医療崩壊といわれるほど深刻な危機にあります。

今でも早期退院が迫られ、患者はリハビリもな

いまま在宅にもどされています。特養ホームも

待機者が多くて入れず、ショートステイの長期

利用など、高齢者の漂流している実態が増えて

います。「病院難民」「介護難民」をこれ以上増

やすことは許されません。 

したがって、病床を削減し患者追い出しにつ

ながる基金設置には反対します。 

続いて、第135号議案 埼玉県手数料条例及び

埼玉県証紙条例の一部を改正する条例です。 

本条例改正は、国が「マンションの建替えの

円滑化等に関する法律」を改正し、建替えるマ

ンションの容積率をアップできる制度を創設し

たことに伴い、容積率の特例許可申請手数料を

新たに徴収するための条例整備です。 

同法はマンションの耐震化を促進するかの印

象を受けますが、実体は耐震性不足の老朽化マ

ンションの建替えではなく、マンションの敷地

を区分所有者の５分の４の決議で売却すること

を可能とする「敷地売却制度」です。危険なマ

ンションに対する勧告制度をなくして行政の関

与を弱め、さらに居住者の居住の安定よりも、

デペロッパーなど買受人の利益を優先し、反対

した５分の１の区分所有者や賃借人の意向を無

視して、強制的な売却を可能とするものです。 

マンション居住者の多くは、「永住」を望んで

おり、安心して住み続けられるためにも耐震改

修など、現実的な対策こそが求められています。 

以上の主旨から、わが党は「マンションの建

替えの円滑化等に関する法律」の改正自体に反

対であり、よって、本条例改正には賛成できま

せん。 

 

次に第137号議案「埼玉県立図書館設置条例及

び埼玉県立図書館協議会条例の一部を改正する

条例」は、埼玉県立浦和図書館を廃止にするも

のです。県教委は、耐震性の確保されていない

久喜図書館と浦和図書館を廃館にして、熊谷図

書館のみでの運営を計画していましたが、昨年

の12月の本議会で、地元久喜市はじめ周辺自治

体からの要望により、久喜図書館は耐震補強を

行い当面存続すると決定されました。 

本定例会には、廃館の中止を求める請願が提
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出されております。「交通の便がよく、長年多く

の県民に愛され、吉永小百合主演映画の撮影に

も使われた由緒ある図書館」を廃館しないでと

いう、さいたま市を中心にした県民の声も重い

ものがあります。 

県教委は、浦和図書館について、地元さいた

ま市において市立図書館の整備が進行している

としていますが、県庁所在地である120万都市に

24館の市立図書館は、他市と比べて、決して多

すぎるとはいえません。 

したがって、久喜図書館同様、浦和図書館を

愛する多くの県民の声を尊重し、耐震補強をし

て存続すべきと考え、同議案に反対するもので

す。 

次に第148号議案ないし第154号議案について

は一体的な議案ですので、一括して反対討論を

行います。 

第148号議案「職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例」はじめ第149号議案乃至第

154号議案は、県職員と教職員の給与について、

本年度については官民格差を解消するとして引

き上げますが、来年度から実施される「給与制

度の総合的見直し」によって、給与表を平均で

2.5％引き下げるというものです。若年層で給与

や手当が引き上がる職員もいますが、行政職の

50代を中心に年間14万円もの大幅賃下げが行な

われます。50歳の行政職職員が主幹で退職した

場合、生涯賃金が42万円の減額となります。こ

のようなベテラン職員いじめの給与制度の見直

しは認められないと考え、関連議案全てに反対

します。 

最後に、第147号議案「特別職の職員の給与及

び旅費に関する条例及び埼玉県教育委員会教育

長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」

です。 

本条例改定は、知事等の特別職及び教育長の

期末手当の額を、2014年度から引き上げるもの

です。述べてきたように、職員の給与について

は、今年度は引き上げられるとはいえ、来年度

からは大幅な賃下げが一体的に準備されていま

す。一方知事の給与の方は、今年度の引き上げ

のみの提案です。厳しい経済的財政的状況から

も、職員給与の大改悪からも、知事等の期末手

当引き上げは認められません。 

 

以上です。 
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